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はじめに 

 この手引きは、主に貸付や償還免除等に係る各種手続きについて説明をしていま

す。よく読んでいただき、制度の内容と必要な手続きについて確認をしてください。 

 なお、自立支援資金は貸付金であるため、償還する事を前提としていますが、一

定の要件を満たせば、借り入れた資金の償還が免除される仕組みとなっています。

ただし、決められた手続きをしなかったり、書類の提出が遅れたりした場合は、貸

付を取消すことや償還が免除にならないこともありますので、注意してください。 

貸付制度の内容や手続きの方法がわからない場合など、質問等があれば下記問合せ

先まで連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[問合せ先・書類送付先] 

〒７５３－００７２ 

山口市大手町９番６号（山口県社会福祉会館内） 

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会 生活支援部 資金班 

ＴＥＬ ０８３－９２４－２８１３ 

E-mail   sikin@yg-you-i-net.or.jp 

  

 

＜用語の説明＞ 

 

償還     貸付を受けた資金を返す（返済する）こと。 

償還免除   貸付を受けた資金を返す必要がなくなること。本資金では免除の要件に当てはまる

場合、申請によって償還の免除を行う。 

償還猶予   貸付を受けた資金の償還を先延ばしにし、対象の期間償還を求めないこと。本資金

では猶予の要件に当てはまる場合、申請によって償還の猶予を行う。 

借受人    貸付決定した（お金を借りた）人のこと。 

連帯保証人  借受人が貸付金を償還しない場合に、借受人に代わって、償還することを約束した

人のこと。 
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１ 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金とは 

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金（以下、自立支援資金）は、児童養護施

設等入所中または里親等へ委託中の者及び児童養護施設等を退所した者または里親等へ

の委託が解除された者に対して、自立支援資金を貸付けることにより、円滑な自立を支

援することを目的とした資金です。 

 

２ 貸付対象者 

自立支援資金の貸付対象者は、次の３つの区分に分類し、対象者の区分ごとに申請可

能な資金が異なります。 

区分 要 件 貸付対象 

資金種類 

 

 

 

進学者 

次のいずれにも該当する者 

（１）大学等への進学を機に、児童養護施設等を退所また

は里親等の委託を解除され５年以内の者 

（２）保護者等からの経済的な支援が見込まれない者 

（３）大学等に在学し、かつ正規の就学年数の範囲内にあ

る者 

※上記（１）には、措置延長により大学等に在学中に児童養護施設等を退所

または里親等への委託が解除された者を含む。 

 

 

生活支援費 

家賃支援費 

(両方またはいず

れかのみ申請可) 

 

 

 

就職者 

次のいずれにも該当する者 

（１）就職を機に、児童養護施設等を退所または里親等の

委託を解除され５年以内の者 

（２）保護者等からの経済的な支援が見込まれない者 

（３）就職している者 

※上記（１）には、児童養護施設等に入所中または里親等へ委託中に就職し、

就業を継続している間に、児童養護施設等を退所または里親等への委託が解

除された者を含む。 

 

 

 

家賃支援費 

 

 

資格取得 

希望者 

次のいずれかに該当し、就職に必要となる資格の取得を希

望する者 

（１）児童養護施設等に入所中または里親等に委託中の者 

（２）児童養護施設等を退所または里親等への委託解除後

５年以内にある者であって、大学等に在学する者を含

む。 

 

 

資格取得 

支援費 
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３ 自立支援資金の内容 

項目 生活支援費 家賃支援費 資格取得支援費 

貸付期間 大学等に在学する期間 

（原則、正規の就学期間） 

進学者：大学等に在学する期間

（原則、正規の就学期間） 

就職者：就労している期間 

（貸付開始月から２年以内） 

 

貸付額 月額５０，０００円 

※医療機関を定期受診する

場合、貸付期間のうち２年間

まで医療費等の実費相当額

を追加可能 

月額１か月あたりの家賃相当

額（管理費及び共益費含む） 

※居住地における生活保護制

度上の単身世帯の住宅扶助額

を上限とする 

２５０，０００円(上限) 

※必要と認められる場合

は、上限額の範囲内で複

数回の申請可能 

申請時期 随時（大学等合格日以降事前申請可） 

 

随時（就職内定日

以降事前申請可） 

随時 

資金使途 

（ 具 体 例

等） 

在学期間中の生計に必要な

経費 

（食費、光熱費、日用品等） 

貸付開始月から２年以内にお

ける就労期間中の家賃代（管理

費及び共益費含む） 

就職に必要となる資格取

得に要する費用の実費 

・受講料、検定料 等 

送金時期 毎月２０日 

※２０日が土日祝日の場合は前営業日に送金 

随時 

貸付利子 無利子 

連帯保証人 原則１名必要。ただし、連帯保証人を立てない場合であっても申請可。 

【連帯保証人の要件】 ＊次のいずれにも該当する者 

・山口県内に居住し住民登録している者 

・行為能力者であり債務を弁済する資力を有すること 

・貸付決定者（借受人）と連帯して債務（延滞利子含む）を償還する意思があること 

延滞利子 最終返還期限までに償還完了できなかった場合、償還すべき額（残元金）に対して年

３%の延滞利子が発生します。 

 

４ 他の貸付制度等との併用について 

 ◆併用できるもの 

・授業料等学費部分に充てるための日本学生支援機構や地方自治体及び民間団体による

奨学金、生活福祉資金等の貸付金との併用は可能です。（ただし、本資金の使途と重

複している場合は除く。） 

 ◆併用できないもの 

・介護福祉士修学資金等貸付事業、保育士修学資金貸付事業、ひとり親家庭高等職業訓

練促進資金貸付事業の貸付金を借り受けている者については、本貸付事業の対象にな

りません。 

・生活支援費及び家賃支援費について、対象経費を同じくする他の国庫補助事業との併

用はできません。 
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５ 償還猶予・償還免除の流れと償還について 

 

                           

                            

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）自立支援資金の貸付決定が取

り消された後も、大学等に在籍

している場合 

（２）児童養護施設に入所中又は里

親等へ委託中の場合 

（３）大学等に在学している場合 

（４）貸付けを受け就業中の場合 

（５）災害、疾病、負傷、その他やむ

を得ない事由がある場合 

※上記の項目に該当する場合は償還猶予するこ

とができます。ただし、申請が必要です。 

 

（１）生活支援費、家賃支援費の貸付を

受けた方 

・貸付を受けた進学者が大学等を卒

業し１年以内に就職し、かつ、５年

間引き続き就業を継続したとき 

・貸付を受けた就職者が、就職した日

から５年間引き続き就業を継続し

たとき 

（２）資格取得支援費の貸付を受けた

方 

・就職した日から２年間（大学等へ進

学した後に貸付を受けた場合には、

大学等を卒業した日から 1 年以内

に就職し、かつ２年間）また現に就

業している方が貸付を受けた場合

は、送金日の属する月の１日を起算

日として２年間引続き就業を継続

したとき 

（３）業務上の事由により死亡し、又は

業務に起因する心身の故障のため

に就業を継続することができなく

なったとき 

※就業とは、一週間の所定労働時間が 20 時間以上

ある場合をいいます。週 20 時間に満たない短時

間のパート、アルバイト等は含まれません。 

※上記の項目に該当する場合は償還免除すること

ができます。ただし、申請が必要です。 

 

（１）自立支援資金の貸付けが取り

消されたとき 

（２）自立支援資金の貸付けを受け

た進学者又は資格取得希望者

が大学等を卒業した日から１

年以内に就職しなかったとき 

（３）資格取得支援費の貸付けを受

けた者が、資格を取得する見込

みがなくなったとき 

（４）業務外の事由により死亡し、

又は心身の故障のために就業

を継続することができなくな

ったとき 

※償還期間中に、病気や失業等によ

り、計画通りの償還が難しくなっ

た場合には、必ず、本会にご相談

ください。何の連絡もなく、一定

期間を超えて滞納された場合

は、「督促状」の発行のほか、必要

に応じ訪問や面談の実施などの

対応をします。また、悪質と判断

される場合は法的措置を取るこ

ともあります。 

償 

還 

猶 

予 

償

還

免

除 

償 

還 

※下記の項目に該当する場合は償還の義

務が発生します。 
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６ 自立支援資金の主な流れ 

（１）生活支援費、家賃支援費（進学者） 

申請者（借受人） 県社協 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談受付・面談 

申請希望者、児童養護施設等との面談を実施 

借入申請 

（必要書類…P6 ①） 

交付申請 

（必要書類…P6～P7 ②） 

大学等在学中 

在籍報告書を毎年４月２０日までに提出 

大学等卒業時 

届出書、卒業証明書の写しを提出 

提出 

就職時（卒業後 1年以内） 

償還猶予申請書・届出書、業務従事報告

書を提出 

就業中 

業務従事状況報告書を毎年４月２０日ま

でに提出 

 

５年間の就労継続後（償還免除申請） 

償還免除申請書、業務従事報告書を提出 

審 査 

貸付決定（書類を借受人へ送付） 

・貸付決定通知書 
・交付申請書 
・借用書 
・口座振替申出書 

送金 

書類確認後、送金 

以降、毎月送金 

償還猶予の決定 

借受人へ償還猶予決定

通知書を送付 

償還免除の決定 

借受人へ償還免除決

定通知書を送付 

報 
 
 

告 

報告に関する書類送付 

（毎年 3月下旬頃） 

状況 
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◆借入・交付申請をする際に必要な書類 

① 借入申請時に必要な書類（書類が揃いましたら□に✓マークを記入してください。） 

No 提出書類 ☑ 提出にあたっての留意事項等 

1 自立支援資金借入申請書 

 

□ ◆自立支援資金借入申請書（様式第１号） 

・該当箇所は漏れのないようすべて記入のこと 

2 本人確認書類 □ 

 

 

 

 

□ 

◆住民票（原本） 

・本籍地及び世帯全員の記載があるもの 

・個人番号の記載がないもの 

・3 か月以内に発行されたもの 

・現住所と住民票住所が一致していること 

◆マイナンバーカード（表面）・学生証・運転免許証のいずれかのコ

ピー 

3 法定代理人の同意書また

は児童養護施設等の施設

長（里親等委託の場合は

児童相談所長）の意見書 

 

□ 

□ 

※申請者が未成年で連帯保証人が法定代理人でない場合 

◆同意書（第 7 条第 4 項関係） 

◆意見書（第 7 条第 4 項関係） 

・入所中（委託中）あるいは、大学等への進学または就職を機に退所

（委託解除）となった児童養護施設等の施設長（里親等委託の場合

は児童相談所長）に依頼のこと 

4  在学証明書 □ ◆在学証明書 等（原本） 

※大学等に入学前の事前申請の場合は、合格通知書(写)を提出のこ

と 

5 学生証 □ ◆学生証のコピー 

6 家賃相当額を証明する書

類 

※家賃支援費の申請者の

み 

□ 

 

◆賃貸契約書(写) 等 

・家賃支援費を借入申請する場合に提出のこと 

・大学等に入学前の事前申請等転居前の場合、転居予定先の住所及び

金額が確認できる見積書や物件概要等を提出のこと 

7 児童養護施設退所者等自

立支援資金意見書 

□ ◆児童養護施設退所者等自立支援資金意見書（第 8 条第 1 号②、同

条第 2 号②項関係） 

連帯保証人 

8 本人確認書類 □ 

 

 

 

 

□ 

◆住民票（原本） 

・本籍地及び世帯全員の記載があるもの 

・個人番号の記載がないもの 

・3 か月以内に発行されたもの 

・現住所と住民票住所が一致していること 

◆マイナンバーカード（表面）・運転免許証のいずれかのコピー 

9 所得の状況を証明する書

類 

 

 

□ 

※次のいずれか1 点を提出のこと 

◆課税証明書 

◆前年分源泉徴収票(写) 

◆直近３ヶ月分の給与明細書（課税状況の記載があるもの） 

 

② 交付申請時に必要な書類（書類が揃いましたら□に✓マークを記入してください。） 
No 提出書類 ☑ 提出にあたっての留意事項等 

1 自立支援資金交付申請

書（県社協から様式送付） 

□ ◆自立支援資金交付申請書（別記第 2 号様式（第 10 号関係）） 

・該当箇所は漏れのないようすべて記入のこと 

2 自立支援資金借用書（県

社協から様式送付） 

□ ◆自立支援資金借用書（別記第 3 号様式（第 10 号関係）） 

・借受人、連帯保証人がそれぞれ署名・捺印（実印）すること 

・収入印紙を貼付し、消印すること 

【貼付する収入印紙の金額】 

貸付金額 収入印紙 

１０万円以下 200 円 

１０万円超え５０万円以下 400 円 

５０万円超え１００万円以下 1,000 円 

１００万円超え５００万円以下 2,000 円 
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3 自立支援資金振込口座

申出書 

□ ◆自立支援資金振込口座申出書（別記第 4 号様式（第 10 号関係）） 

・口座は借受人名義であること 

4  印鑑証明書 □ ◆印鑑証明書 

・借受人、連帯保証人それぞれの証明書をとること 

・3 ヵ月以内に発行されたもの 

5 預金通帳のコピー □ ◆預金通帳のコピー 

・銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されたﾍﾟｰｼﾞや画面等

のコピー 

 

③ その他の提出書類 

 本会に報告している最新の情報と異なる事由（住所変更、休学、退学、離職等）が生じ

た場合は、速やかに下記の書類を提出してください。 
No 事由 提出書類・留意事項等 

1 住所・氏名等の変更があっ

たとき 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆変更内容を証明する書類（住民票等の証明書） 

2 大学等の在学期間 ◆大学等在籍報告書（別記第 9 号様式（第 19 条関係）） 

※毎年４月 20 日までに提出 

3 大学等を休学、留年、留学

したとき 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆学校が発行する書類 

※生活支援費、家賃支援費の貸付を停止する場合があります。 

4  大学等を退学したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆学校が発行する書類 

※事由により償還義務が発生します。 

5 大学等を卒業したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆卒業証書の写し 

6 就職したとき（大学等卒業

後 1 年以内） 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆自立支援資金償還猶予申請書（別記第 7 号様式（第 16 条関係）） 

◆業務従事状況報告書（別記第 10 号様式（第 19 条関係）） 

※大学等卒業 1 年以内に就職しないと、償還の義務が発生する場合が

あります。 

7 就職している期間 ◆業務従事状況報告書（別記第 10 号様式（第 19 条関係）） 

8 離職したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆離職票等 

※再就職のための求職活動を行っている期間は、就業期間に含めるこ

とができる場合があります。 

9 再就職したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆内定通知書の写し 

※上記提出後、再就職の時期によって「業務従事状況報告書」の提出

を求める場合があります。 

10 5 年間就業したとき ◆自立支援資金償還免除申請書（別記第 5 号様式（第 13 条関係）） 

※時期によって「業務従事状況報告書」の提出を求める場合がありま

す。 

11 妊娠・出産に伴い休職また

は離職したとき 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆その事実が分かる書類（休職証明書等） 

 

※事前の借入相談時及び申請書類提出後に、必要に応じて、聞き取り確認や追加書類の提

出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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（２）家賃支援費（就職者） 

申請者（借受人） 県社協 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談受付・面談 

申請希望者、児童養護施設等との面談を実施 

借入申請 

（必要書類…P9 ①） 

交付申請 

（必要書類…P9～P10 ②） 

就職時 

償還猶予申請書・届出書、業務従事報告

書を提出 

就業中 

業務従事状況報告書を毎年４月２０日

までに提出 

 

５年間の就労継続後（償還免除申請） 

償還免除申請書、業務従事報告書を提出 

審 査 

貸付決定（書類を借受人へ送付） 

・貸付決定通知書 
・交付申請書 
・借用書 
・口座振替申出書 

 

送金 

書類確認後、送金 

以降、毎月送金 

償還猶予の決定 

借受人へ償還猶予決

定通知書を送付 

償還免除の決定 

借受人へ償還免除決

定通知書を送付 

報 

告 

報告に関する書類送付 

（毎年 3月下旬頃） 
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◆借入・交付申請をする際に必要な書類 

① 申請時に必要な書類（書類が揃いましたら□に✓マークを記入してください。） 

No 提出書類 ☑ 提出にあたっての留意事項等 

1 自立支援資金借入申請書 

 

□ ◆自立支援資金借入申請書（様式第１号） 

・該当箇所は漏れのないようすべて記入のこと 

2 本人確認書類 □ 

 

 

 

 

□ 

 

◆住民票（原本） 

・本籍地及び世帯全員の記載があるもの 

・個人番号の記載がないもの 

・3 か月以内に発行されたもの 

・現住所と住民票住所が一致していること 

◆マイナンバーカード（表面）・学生証・運転免許証のいずれか

のコピー 

3 法定代理人の同意書または児

童養護施設等の施設長（里親

等委託の場合は児童相談所

長）の意見書 

 

□ 

□ 

※申請者が未成年で連帯保証人が法定代理人でない場合 

◆同意書（第 7 条第 4 項関係） 

◆意見書（第 7 条第 4 項関係） 

・入所中（委託中）あるいは、大学等への進学または就職を機

に退所（委託解除）となった児童養護施設等の施設長（里親等

委託の場合は児童相談所長）に依頼のこと 

4  就業していることが証明でき

る書類 

□ ◆労働条件通知書（写）、雇用証明書等 

・就職前の申請の場合は、採用内定通知書（写）を提出 

※社印が押印されているもの 

5 家賃相当額を証明する書類 

 

□ ◆賃貸契約書(写) 等 

・就業前の事前申請等転居前の場合、転居予定先の住所及び金額

が確認できる見積書や物件概要等を提出のこと 

6 児童養護施設退所者等自立支

援資金意見書 

□ ◆児童養護施設退所者等自立支援資金意見書（第 8 条第 1 号②、

同条第 2 号②項関係） 

連帯保証人 

7 本人確認書類 □ 

 

 

 

 

□ 

◆住民票（原本） 

・本籍地及び世帯全員の記載があるもの 

・個人番号の記載がないもの 

・3 か月以内に発行されたもの 

・現住所と住民票住所が一致していること 

◆マイナンバーカード（表面）・運転免許証のいずれかのコピー 

8 所得の状況を証明する書類  

 

□ 

次のいずれか1 点を提出のこと 

◆課税証明書 

◆前年分源泉徴収票(写) 

◆直近３ヶ月分の給与明細書（課税状況の記載があるもの） 

② 交付申請時に必要な書類（書類が揃いましたら□に✓マークを記入してください。） 

No 提出書類 ☑ 提出にあたっての留意事項等 

1 自立支援資金交付申請書（県

社協から様式送付） 

□ ◆自立支援資金交付申請書（別記第 2 号様式（第 10 号関係）） 

・該当箇所は漏れのないようすべて記入のこと 

2 自立支援資金借用書（県社協

から様式送付） 

□ ◆自立支援資金借用書（別記第 3 号様式（第 10 号関係）） 

・借受人、連帯保証人がそれぞれ署名・捺印（実印）すること 

・収入印紙を貼付し、消印すること 

 

【貼付する収入印紙の金額】 

貸付金額 収入印紙 

１０万円以下 200 円 

１０万円超え５０万円以下 400 円 

５０万円超え１００万円以下 1,000 円 

１００万円超え５００万円以下 2,000 円 
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3 自立支援資金振込口座申出書 □ ◆自立支援資金振込口座申出書（別記第 4 号様式（第 10 号関係）） 

・口座は借受人名義であること 

4  印鑑証明書 □ ◆印鑑証明書 

・借受人、連帯保証人それぞれの証明書をとること 

・3 ヵ月以内に発行されたもの 

5 預金通帳のコピー □ ◆預金通帳のコピー 

・銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されたﾍﾟｰｼﾞや

画面等のコピー 

 

③ その他の提出書類 

 本会に報告している最新の情報と異なる事由（住所変更、休職、離職等）が生じた場合

は、速やかに下記の書類を提出してください。 
No 事由 提出書類・留意事項等 

1 住所・氏名等の変更があっ

たとき 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆変更内容を証明する書類（住民票等の証明書） 

2 就業中 ◆業務従事状況報告書（別記第 10 号様式（第 19 条関係）） 

◆自立支援資金償還猶予申請書（別記第 7 号様式（第 16 条関係）） 

3 離職したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆離職票等 

◆再就職のための求職活動を行っている期間は、就業期間に含めるこ

とができる場合があります。 

4 再就職したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆内定通知書の写し 

※上記提出後、再就職の時期によって「業務従事状況報告書」の提出

を求める場合があります。 

5 5 年間就業したとき ◆自立支援資金償還免除申請書（別記第 5 号様式（第 13 条関係）） 

※時期によって「業務従事状況報告書」の提出を求める場合がありま

す。 

6 妊娠・出産に伴い休職また

は離職したとき 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆その事実が分かる書類（休職証明書等） 

 

※事前の借入相談時及び申請書類提出後に、必要に応じて、聞き取り確認や追加書類の提

出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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（３）資格取得支援費 

申請者（借受人） 県社協 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格取得時 

資格を取得したことを証明するもの（免

許証のコピー、合格通知等）を提出 

 

相談受付・面談 

申請希望者、児童養護施設等との面談を実施 

借入申請 

（必要書類…P12 ①） 

交付申請 

（必要書類…P12～P13 ②） 

就職時 

償還猶予申請書・届出書、業務従事報告

書を提出 

就業中 

業務従事状況報告書を毎年４月２０日ま

でに提出 

 

２年間の就労継続後（償還免除申請） 

償還免除申請書、業務従事報告書を提出 

審 査 

 

貸付決定（書類を借受人へ送

付） 

・貸付決定通知書 
・交付申請書 
・借用書 
・口座振替申出書 

 

送金 

書類確認後、送金 

償還猶予の決定 

借受人へ償還猶予

決定通知書を送付 

償還免除の決定 

借受人へ償還免

除決定通知書を

送付 

報告に関する書類送付 

（毎年 3月下旬頃） 

 

報 
 

告 
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◆借入・交付申請等をする際に必要な書類 

① 申請時に必要な書類（書類が揃いましたら□に✓マークを記入してください。） 
No 提出書類 ☑ 提出にあたっての留意事項等 

1 自立支援資金借入申請書 

 

□ ◆自立支援資金借入申請書（様式第１号） 

・該当箇所は漏れのないようすべて記入のこと 

2 本人確認書類 □ 

 

 

 

 

□ 

◆住民票（原本） 

・本籍地及び世帯全員の記載があるもの 

・個人番号の記載がないもの 

・3 か月以内に発行されたもの 

・現住所と住民票住所が一致していること 

◆マイナンバーカード（表面）・学生証・運転免許証のいずれ

かのコピー 

3 法定代理人の同意書または児童

養護施設等の施設長（里親等委託

の場合は児童相談所長）の意見書 

 

□ 

□ 

※申請者が未成年で連帯保証人が法定代理人でない場合） 

◆同意書（第 7 条第 4 項関係） 

◆意見書（第 7 条第 4 項関係） 

・入所中（委託中）あるいは、大学等への進学または就職を機

に退所（委託解除）となった児童養護施設等の施設長（里親

等委託の場合は児童相談所長）に依頼のこと 

4  就業先の内定通知 □ ◆労働条件通知書（写）、雇用証明書等 

・就職前の申請の場合は、採用内定通知書（写）を提出 

※社印が押印されているもの 

5 資格取得の内容及び取得費用が

確認できるもの 

□ ◆受験（受講）案内、入校案内、パンフレット等 

 

6 就職のため資格取得が必要であ

る理由を確認できるもの 

 

□ 

次のいずれか1 点を提出のこと 

◆求人票のコピー（必要な資格であることの記載があるもの） 

◆就職に必要な資格であることを証する書面（任意様式） 

連帯保証人 

7 本人確認書類 □ 

 

 

 

 

□ 

◆住民票（原本） 

・本籍地及び世帯全員の記載があるもの 

・個人番号の記載がないもの 

・3 か月以内に発行されたもの 

・現住所と住民票住所が一致していること 

◆マイナンバーカード（表面）・運転免許証のいずれかのコピ

ー 

8 所得の状況を証明する書類  

 

□ 

次のいずれか1 点を提出のこと 

◆課税証明書 

◆前年分源泉徴収票(写) 

◆直近３ヶ月分の給与明細書（課税状況の記載があるもの） 

 

② 交付申請時に必要な書類（書類が揃いましたら□に✓マークを記入してください。） 
No 提出書類 ☑ 提出にあたっての留意事項等 

1 自立支援資金交付申請書（県社協

から様式送付） 

□ ◆自立支援資金交付申請書（別記第 2 号様式（第 10 号関係）） 

・該当箇所は漏れのないようすべて記入のこと 

2 自立支援資金借用書（県社協から

様式送付） 

□ ◆自立支援資金借用書（別記第 3 号様式（第 10 号関係）） 

・借受人、連帯保証人がそれぞれ署名・捺印（実印）すること 

・収入印紙を貼付し、消印すること 

 

【貼付する収入印紙の金額】 

貸付金額 収入印紙 

１０万円以下 200 円 

１０万円超え５０万円以下 400 円 
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3 自立支援資金振込口座申出書 □ ◆自立支援資金振込口座申出書（別記第 4 号様式（第 10 号関

係）） 

・口座は借受人名義であること 

4  印鑑証明書 □ ◆印鑑証明書 

・借受人、連帯保証人それぞれの証明書をとること 

・3 ヵ月以内に発行されたもの 

5 預金通帳のコピー □ ◆預金通帳のコピー 

・銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されたﾍﾟｰｼﾞ

や画面等のコピー 

 

③ その他の提出書類 

本会に報告している最新の情報と異なる事由（住所変更、休職、離職等）が生じた場合

は、速やかに下記の書類を提出してください。 
No 事由 提出書類・留意事項等 

1 資格を取得したとき ◆資格を取得したことを証明するもの（免許証のコピー、合格通知等） 

2 住所・氏名等の変更があっ

たとき 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆変更内容を証明する書類（住民票等の証明書） 

3 就業中 ◆業務従事状況報告書（別記第 10 号様式（第 19 条関係）） 

◆自立支援資金償還猶予申請書（別記第 7 号様式（第 16 条関係）） 

4 離職したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆離職票等 

※再就職のための求職活動を行っている期間は、就業期間に含めるこ

とができる場合があります。 

5 再就職したとき ◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆内定通知書の写し 

※上記提出後、再就職の時期によって「業務従事状況報告書」の提出

を求める場合があります。 

6 2 年間就業したとき ◆自立支援資金償還免除申請書（別記第 5 号様式（第 13 条関係）） 

※時期によって「業務従事状況報告書」の提出を求める場合がありま

す。 

7 妊娠・出産に伴い休職また

は離職したとき 

◆届出書（別記第 8 号様式（第 18 条関係）） 

◆その事実が分かる書類（休職証明書等） 

 

※事前の借入相談時及び申請書類提出後に、必要に応じて、聞き取り確認や追加書類の提

出を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。 
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７ Q ＆ A  

＜貸付期間中＞ 

Q１ 進学者が大学等在学期間中に休学に伴い留年した場合の貸付はどのようになりま

すか。 

A 貸付期間は、原則、正規の就学期間としますが、病気等による休学など、真にや

むを得ない事情により留年した場合は、留年期間中も貸し付けることができる場

合があります。この場合、真にやむを得ない事情等の事実確認ができる書類を本

会へ提出していただき、審査の上、その可否を決定します。 

 

Q２ 就職者が貸付期間中に離職した場合の貸付はどのようになりますか。 

A 離職後、再就職のために求職活動を行っている場合は、就業継続しているものと

みなし、最長１年間を限度として貸し付けることができます。また、離職後、再

就職のために求職活動を行っている期間が１年を超えた場合は、貸付終了となり

ますが、最長１年間の償還猶予の申請が可能です。償還猶予（求職活動）中に再

就職が決定し、当初の貸付期間が２年に満たない場合は、貸付を再開することが

可能です。 

※いずれの場合も、３か月ごとに毎月の就職活動の状況報告が必要です。 

※「求職活動を行っている」とは、月１回以上求人への応募や、公共職業安定

所、民間職業紹介機関、労働派遣機関等が行う職業相談や職業紹介等を原則月

２回以上行っている場合をいいます。 

 

Q３ 就職者が貸付期間中に休職した場合の貸付はどのようになりますか。 

A 原則、最長１年間を限度として貸し付けることができます。この場合、３か月

ごとに病状や就労復帰の目途等が確認できる書類を本会へ提出していただき、

その都度審査のうえ、貸付継続の可否を決定します。 
 

＜貸付終了後の就業（償還猶予）期間中＞ 

Q４ 離職した場合はどのようになりますか。 

A 貸付終了後の就業中に離職し、再就職のために求職活動を行っている期間は、最

長１年間を限度として、就業継続しているものとみなし、償還免除の要件である業

務従事期間に含めることができます。また、貸付終了後、就業中に離職し、再就職

のために求職活動を行っている期間が１年を超えた場合は、償還免除の要件である

従事期間に含めることはできませんが、さらに最長１年間の償還猶予の申請が可能

です。 

※いずれも、３か月ごとに毎月の就職活動の状況報告が必要です。 

※「求職活動を行っている場合」とは、月１回以上求人への応募や、公共職業安定

所や民間職業紹介機関、労働派遣機関等が行う職業相談や職業紹介等を原則月２

回以上行っている場合をいいます。 

 

Q５ 休職（療養や育休産休、介護休暇等）した場合はどのようになりますか。 

A 休職届の提出が必要です。この場合、休職期間中は償還免除の要件である従事期

間に含めることはできませんが、原則、最長１年間の償還猶予の申請が可能です。 
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＜その他＞ 

  Q６ 大学卒業後、大学院に入学した場合は自立支援資金の貸付の対象になりますか。 

   A 対象になりません。 

 

  Q７ 大学等に進学し、生活支援費や家賃支援費の貸付けを受けていたが、途中退学

し就職した場合、就職者として家賃支援費を継続して貸付けを受けることができま

すか。 

   A 途中退学の場合、償還となり就職者として家賃支援費を継続して貸付けること

はできません。 

 

Q８ 大学等在学期間中に生活支援費または家賃支援貴の貸付けを受けた場合、卒業

後、就職者として家賃支援費の貸付けを受けることはできますか。 
A 貸付を受けることはできません。 


